
令和４年１０月１日以降の育児休業（給付）制度について

旧制度 新制度

出生時育児休業（給付）

本体育児休業（給付）

令和４年１０月１日以降に開始された育児休業

は、新制度の対象になります。

令和４年９月３０日以前に開始された

育児休業は、旧制度の対象になります。

令和４年１０月の制度改

正により、育児休業が出

生時育児休業と本体育児

休業に分かれました。

育児休業（給付）


